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�愛媛県告示第６２８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６２７号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広
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落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県総務系事務の処理に係る労働
者派遣業務委託（令和６年６月から
令和７年３月分） 一式

愛媛県総務部総務
管理局行政経営課
総務事務管理室
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和６年５月２１日
株式会社パソナ パソ
ナ・松山
愛媛県松山市一番町４
丁目１番地１

５５，８５８，３３８円 総 合 評 価
一般競争入札 令和６年３月１９日

毎週（火・金）曜日発行 第５１９号 令和６年６月２１日

令和６年６月２１日金曜日 第５１９号
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�愛媛県告示第６２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項において準用

する同法第５０条の２の規定により、指定施術機関から次のように廃

止した旨の届出があった。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市興居島地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条

第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを

�愛媛県告示第６３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護事業等を次

のように廃止した旨の届出があった。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

愛らんど薬局 北方店 東温市北方３２０６番地３ 令和６年４月１日

と よ た 薬 局 四国中央市豊岡町大町１７
５２番地１ 令和６年４月１日

施術機関の氏名 施術機関の住所 指定年月日

天 羽 康 人 今治市大三島町宗方２０２５－１ 令和６年４月４日

あ こ み 薬 局 北 方 店 東温市北方３２０６番地３ 令和６年３月３１日

た け う ち ク リ ニ ッ ク 今治市旭町二丁目２－１１ 令和６年３月３１日

と よ た 薬 局 四国中央市豊岡町大町１７
５３番地１ 令和６年３月３１日

松 の 実 薬 局 四国中央市土居町土居８５
６番地 令和６年３月３１日

三 島 中 央 薬 局 四国中央市三島中央５丁
目９－４８ 令和６年３月３１日

施術機関の氏名 施術機関の住所 廃止年月日

中 田 翔 太 新居浜市高木町３－２６ 西号 令和６年３月７日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

有限会社なのはな調剤薬局 大洲市新谷町甲９６番地
松葉屋ビル１Ｆ 令和６年３月３０日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

市立大洲病院 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０
番地

市立大洲病院訪問看護ステー
ション

大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０
番地 令和６年４月１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人光佑会 伊予郡松前町大字神崎５８６番
地 訪問看護ステーション菜の花 伊予郡松前町大字神崎５７８ー

１ 令和６年５月３１日
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縦覧に供する。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・泊地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

令和６年６月２４日から７月２２日まで

３ 縦覧場所

松山市役所興居島支所

�������
�愛媛県告示第６３５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡�万高原町仕出１８９３から１８９７まで
２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

仕出１８９３から１８９６まで（以上４筆について次の図に示す部

分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び�万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第６３６号
県営住宅の家賃の収納事務の委託（令和６年４月愛媛県告示第３０

７号）は、廃止する。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６３７号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）

附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた同

令第１条の規定による改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１５８条第１項の規定により、県営住宅の家賃の収納の事務

を次のとおり委託した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

県営住宅家賃のうち、県営住宅を退去した者に係る滞納家賃の

収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

ニッテレ債権回収株式会社

東京都港区芝浦三丁目１６番２０号

３ 委託期間

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第６３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市庄内土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年６月２１日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年６月２１日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 君 子 新居浜市庄内町六丁目７番２８号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 山 下 圭 司 新居浜市庄内町三丁目８番４５号

〃 加 藤 友 � 新居浜市庄内町五丁目１番３１号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 神 野 節 男 新居浜市庄内町二丁目２番８０号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

〃 村 上 貞 雄 新居浜市庄内町一丁目６番１４号

監 事 神 野 博 文 新居浜市城下町３番３５号

〃 神 野 勝 志 新居浜市庄内町五丁目１２番１４号

〃 藤 田 厚 志 新居浜市庄内町三丁目６番２３号

〃 山 下 和 之 新居浜市庄内町五丁目５番２２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 喜代重 新居浜市城下町３番１７号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 山 下 圭 司 新居浜市庄内町三丁目８番４５号

〃 加 藤 益 武 新居浜市庄内町三丁目２番２６号

〃 浮 橋 孝 新居浜市庄内町三丁目６番２０号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

〃 神 野 節 男 新居浜市庄内町二丁目２番８０号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

監 事 山 下 正 彦 新居浜市庄内町六丁目３番４７号

〃 神 野 勝 志 新居浜市庄内町五丁目１２番１４号

〃 村 上 秀 樹 新居浜市下泉町一丁目１１番１６号

〃 山 下 和 之 新居浜市庄内町五丁目５番２２号
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退 任

�������
�愛媛県告示第６４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市下泉土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和６年６月２１日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�愛媛県告示第６４１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 美喜男 新居浜市下泉町一丁目３番１４号

〃 相 原 悦 滋 新居浜市坂井町三丁目１１番３７号

〃 高 橋 恭 治 新居浜市下泉町一丁目１番４９号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 山 下 圭 司 新居浜市庄内町三丁目８番４５号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

〃 藤 田 厚 志 新居浜市庄内町三丁目６番２３号

〃 村 上 貞 雄 新居浜市庄内町一丁目６番１４号

〃 岡 田 好 弘 新居浜市田所町６番２８号

〃 岡 田 朗 新居浜市新須賀町一丁目８番５８号

〃 岡 田 光 正 新居浜市新須賀町一丁目７番１７号

監 事 野 村 理 新居浜市下泉町一丁目１５番１９号

〃 神 野 勝 志 新居浜市庄内町五丁目１２番１４号

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町二丁目８番１６号

〃 山 下 和 之 新居浜市庄内町五丁目５番２２号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 美喜男 新居浜市下泉町一丁目３番１４号

〃 相 原 悦 滋 新居浜市坂井町三丁目１１番３７号

〃 高 橋 恭 治 新居浜市下泉町一丁目１番４９号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

〃 浮 橋 孝 新居浜市庄内町三丁目６番２０号

〃 神 野 喜代重 新居浜市城下町３番１７号

〃 岡 田 宗 樹 新居浜市新須賀町二丁目４番１８号

〃 岡 田 好 弘 新居浜市田所町６番２８号

〃 伊 東 明 満 新居浜市新須賀町一丁目６番４０号

監 事 野 村 理 新居浜市下泉町一丁目１５番１９号

〃 神 野 勝 志 新居浜市庄内町五丁目１２番１４号

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町二丁目８番１６号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 悦 滋 新居浜市坂井町３丁目１１－３７

〃 阿 部 義 澄 新居浜市岸の上町１丁目３－３３

〃 近 藤 美喜男 新居浜市下泉町１丁目３－１４

〃 澤 田 康 彦 新居浜市下泉町１丁目１７－４２

〃 高 田 勝 � 新居浜市下泉町１丁目５－７

〃 高 橋 恭 治 新居浜市下泉町１丁目１－４９

監 事 野 村 理 新居浜市下泉町１丁目１５－１９

〃 渡 邊 一 生 新居浜市下泉町２丁目１０－４３

〃 井 門 英 司 新居浜市下泉町２丁目１１－３２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 相 原 悦 滋 新居浜市坂井町３丁目１１－３７

〃 阿 部 勝 新居浜市岸の上町１丁目１１－２７

〃 近 藤 美喜男 新居浜市下泉町１丁目３－１４

〃 神 野 和 雄 新居浜市下泉町１丁目１５－２５

〃 高 橋 恭 治 新居浜市下泉町１丁目１－４９

〃 原 敏 彦 新居浜市瀬戸町５－２４

監 事 神 野 芳 彰 新居浜市下泉町１丁目９－４８

〃 野 村 理 新居浜市下泉町１丁目１５－１９

〃 井 門 英 司 新居浜市下泉町２丁目１１－３２

〃 塩 見 進 新居浜市庄内町四丁目６番５０号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１）第１４２７８号 令和元年
７月１日 �寿ワークサービス 蔭山満壽夫 松山市堀江町甲７６６－１２４ 令和６年

５月９日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－４）第１５００３号 令和４年
５月１３日 �ホットハウス 阿達 正平 松山市和泉南１－５－２ 令和６年

５月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－４）第１８９３１号 令和５年
１月２０日 �シリウス 佐藤 弥生 松山市余戸南４－１５－１６ 令和６年

５月１４日

左官工事業、石工事業
板金工事業、ガラス工事業
塗装工事業、防水工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止
（一部）
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訓 令

�愛媛県告示第６４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６４４号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第９号
庁 中 一 般

地 方 局

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

（般－３）第７８８１号 令和３年
９月２４日 寿防災� 森田 憲明 松山市谷町２３０－２ 令和６年

５月２３日 消防施設工事業 建設業の廃止

（特－４）第２３５７号 令和４年
１２月９日 �寺田工務店 池田 公平 松山市小坂２－６－２６ 令和６年

５月２９日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４９４号

上浮穴郡�万高原町東川３９４１番地先から

同町東川３９４１番地先まで
旧 ９．０～１０．９ ０．０１７

上浮穴郡�万高原町東川３９４１番２から

同町東川３９４１番２まで
新 １０．９～２０．５ ０．０１７

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－４）第１５１３７号 令和４年
８月２３日 �河野建設 河野 佳恵 西予市野村町高瀬６８７ 令和６年

５月７日
管工事業
造園工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－３）第１２５４０号 令和４年
２月７日 西森建設� 西森 剛二 西予市野村町野村３－８２ 令和６年

５月１３日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１４２７９号 令和元年
７月１日 坂建設 坂 道清 喜多郡内子町宿間甲８８９ 令和６年

５月２９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１）第１７３４９号 令和元年
７月７日 好�鉄工所 好� 英尊 大洲市米津甲９８－２ 令和６年

５月２９日 管工事業 建設業の廃止

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ヘリコプター１２か月定期点検整備
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

令和６年４月２６日
中日本航空株式会社
愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字殿釜２番
地

５６，８７０，０００円 一般競争入札 令和６年３月１５日
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第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

知事の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

主

幹

部

長

局

長

課

長

主

幹

１～４

省略

１～４

省略

５ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１～１９ 省略 ５ 組織

及び人

事管理

に関す

る事務

１～１９ 省略

２０ 会計年度任用職員の勤勉手

当の成績率の決定に関するこ

と。

○

６～２６

省略

６～２６

省略

備考 １～７ 省略

８ この表５の部２０の項の適用については、同表決裁区

分の欄中「局長」とあるのは、「幹事課を置く局の

長」とする。

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

備考 １～７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

別表第２（第４条関係）

知事の権限に属する総務部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

人

事

課

１～４

省略

人

事

課

１～４

省略

５ 給与

等に関

する事

務

１ 省略 ５ 給与

等に関

する事

務

１ 省略

２ 諸手当に関すること（給与

条例、技能労務職員の給与条

例及び会計年度任用職員の給

与等に関する条例）。

２ 諸手当に関すること（給与

条例及び技能労務職員の給与

条例

）。

� 省略 � 省略

� 勤勉手当の支給基準の決定

（給与条例第１９条の４、会

計年度任用職員の給与等に

関する条例第１２条の２、第

１８条の２）

� 勤勉手当の支給基準の決定

（給与条例第１９条の４

）

○

ア 会計年度任用職員に係

るもの

○

イ ア以外のもの ○

� 省略 � 省略
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（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３ 省略 ３ 省略

６～１０

省略

６～１０

省略

改 正 後 改 正 前

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

別表第１（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る一般共通決裁事項

事務の

種 類
事 項

決裁区分

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

主

幹

部

長

課

長

主

幹

１～３

省略

１～３

省略

４ 人事

管理に

関する

事務

１ 職員及び管内の地方局に属する

機関の職員（以下「所属職員」と

いう。）の身分及び服務に関する

こと。

４ 人事

管理に

関する

事務

１ 職員及び管内の地方局に属する

機関の職員（以下「所属職員」と

いう。）の身分及び服務に関する

こと。

�～� 省略 �～� 省略

� 所属職員（会計年度任用職員

を除く。）の昇任、昇格、昇給

及び勤勉手当の内申

○ � 所属職員

の昇任、昇格、昇給

及び勤勉手当の内申

○

�～� 省略 �～� 省略

２・３ 省略 ２・３ 省略

４ 所属職員（会計年度任用職員に

限る。）の勤勉手当の成績率の決

定に関すること。

○

５～１２

省略

５～１２

省略

備考 １ 省略

２ この表４の部１の項�及び�イ、３の項並びに４の

項の適用については、同表決裁区分の欄中「部長」と

あるのは、「地域産業振興部長」とする。

３～１０ 省略

備考 １ 省略

２ この表４の部１の項�及び�イ並びに３の項

の適用については、同表決裁区分の欄中「部長」と

あるのは、「地域産業振興部長」とする。

３～１０ 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長の専決事項）

第１４条 地方局長の専決処理すべき事項のうち、各部共通の事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 職員及び管内の地方局に属する機関の職員の扶養手当及び児

童手当の認定並びに単身赴任手当及び勤勉手当の成績率（会計

（地方局長の専決事項）

第１４条 地方局長の専決処理すべき事項のうち、各部共通の事項

は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 職員及び管内の地方局に属する機関の職員の扶養手当及び児

童手当の認定並びに単身赴任手当
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公 告

公安委員会規則

�公 告

徴税吏員証の無効公告について

次の証票は、令和６年５月１日以降無効とする。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

徴税吏員証

第４５１号

中予地方局 室付 大 政 公 昭

令和５年４月１日交付

�������
�公 告

徴税吏員証の無効公告について

次の証票は、令和６年４月１日以降無効とする。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

徴税吏員証

第４５２号

中予地方局 専門員 片 山 知 美

令和５年４月１日交付

�������
�公 告

消防設備士法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の１０の規定による令和６

年度消防用設備等の工事又は整備に関する講習会を次のとおり実施

する。

令和６年６月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の区分、日時及び場所

区 分 日 時 場 所

警 報 設 備 令和６年９月３日（火）
９時～１７時

八幡浜市北浜１丁目３－３７
愛媛県南予地方局八幡浜支局

避 難 設 備
消 火 器

令和６年９月５日（木）
９時～１７時

新居浜市本郷三丁目５－３５
東予地区自動車整備協同組合

警 報 設 備 令和６年９月６日（金）
９時～１７時

新居浜市本郷三丁目５－３５
東予地区自動車整備協同組合

消 火 設 備 令和６年９月１１日（水）
９時～１７時

松山市湊町７－５
松山市総合コミュニティセンター
大会議室

避 難 設 備
消 火 器

令和６年９月１２日（木）
９時～１７時

松山市湊町７－５
松山市総合コミュニティセンター
大会議室

警 報 設 備
令和６年９月１３日（金）
９時～１７時

松山市湊町７－５
松山市総合コミュニティセンター
大会議室他特殊消防用

設 備 等

２ 受講申請書の提出期間

令和６年７月２９日（月）から８月９日（金）まで

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 受講申請書の請求先

（一財）愛媛県消防設備協会、各市町（組合）消防本部、愛

媛県電気工事工業組合各支部、愛媛県管工事協同組合連合会各

支部

※（一財）愛媛県消防設備協会のホームページからもダウンロ

ードできます。

� 受講申請書の提出先

（一財）愛媛県消防設備協会

但し、受講申請者数が各会場の定員に達した場合は、受付で

きませんので、あらかじめご了承ください。

その他の法定講習に関するお問合せについては、（一財）愛

媛県消防設備協会において受付けます。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第５号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年６月２１日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

年度任用職員に係るものに限る。）の決定に関すること。

� 省略

２～９ 省略

の決定に関すること。

� 省略

２～９ 省略



愛 媛 県 報令和６年６月２１日 第５１９号

４６９

附 則

この規則は、令和６年７月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第９条の２関係） 別表第２（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

１～８の

３ 省略

１～８の

３ 省略

８の４ 一般国道１１号

（新居浜バイパス）

新居浜市東田三丁目乙１２番４地

先から同市萩生字本郷４３８番７

地先まで

９～１３の

３ 省略

９～１３の

３ 省略

１３の４ 一般国道５６号

（松山外環状線）

松山市余戸南二丁目１０９８番２地

先から同市南吉田町２１番１地先

まで

１４～１２２

省略

１４～１２２

省略



愛
媛

県
報

令
和
６
年
６
月
２１
日

第
５１９
号

４７０

雑 報

�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、令和５年度決算の要旨を公告する。

令和６年６月２１日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 武 智 � 典

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 退職等年金
預託金管理

経過的長期
預託金管理 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金
５，２７４，４４７

１２，６２７，３１３ ６９５，２１９ ９４，１７８ ０ ０ ２００，８３６
２５８，９４９

０ ０ ０ ０
６１０，３９０ ０

掛金・組合員保険料
５，３７３，０６２

８，４５８，５５５ ６９５，２２５ ０ ０ ０ ０
２０８，２８１

０ ０ ０ ０
６２１，９６２ ０

収
施設収入・商品売上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００，４４７ ０ ０ ０

受取手数料 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３，７８７

組合員貸付金利息 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２２，７３５ ０

利息及び配当金
１９

０ ０ ０ １４，７８４ ０ １０
１３

８ ７５３，９２１ １９４ ０
０ ０

入
その他収入

５２７，９１４
０ ０ ０ ０ ０ ８３，２２４

５５
５３，５２８ １４，８３７ ８３ ０

０ ０

補助金
４，０７４

０ ０ ０ ０ ０ ０
０

０ ０ ０ ０
０ ４，５７５

他経理から繰入金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３７，３５８ ０ ４，０００ ０ ０ ０

前年度繰越支払準備金
８７５，９５３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

計
１２，０５５，４６９

２１，０８５，８６８ １，３９０，４４４ ９４，１７８ １４，７８４ ０ ３２１，４２８
４６７，２９８

１５７，９８３ ７６８，７５８ ２３，０１２ ３，７８７
１，２３２，３５２ ４，５７５

給付
６，７５２，５３８

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

役職員給与 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４１，０３６
１６，７０４

５６，２５０ １９，９６９ ６，２９０ ２７４
０

厚生費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２０４
３０３，１３９

２２０ ３３ ５ ０
４，５３４

支
特定健康診査等費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

３６，６３０
０ ０ ０ ０

０

旅費・事務費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １５，１５９
２，４５９

２，０７３ ２，６４３ １，５７３ ３８１
０

商品仕入 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １４ ０ ０ ０

飲食材料費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

委託費・委託管理費 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １０，１２７
３，０８７

３９，３７７ ８３０ ２６２ ２５７
０

支払利息 ０ ０ ０ ０ １４，７８４ ０ ０ ０ ０ ６２５，２１４ １４，７８２ １，２２４
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老人保健拠出金
０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

退職者給付拠出金
２８

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

前期高齢者納付金
１，６４４，６７９

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

後期高齢者支援金
２，２８９，７００

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

病床転換支援金
３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

介護納付金
０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１，２２９，７８４

連合会払込金・拠出金
７４４，０３７

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

出

負担金払込金・掛金払込金・
保険料払込金 ０ ２１，０８５，８６８ １，３９０，４４４ ９４，１７８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

他経理へ繰入金
３７，３５８

０ ０ ０ ０ ０ ０
４，０００

０ ０ ０ ０
０ ０

その他支出
８９，５１３

０ ０ ０ ０ ０ １５３，０７４
５３，６０６

９１，９３３ ２０，５７４ ５，１２７ ４，４３２
６３３ ４１

次年度繰越支払準備金
１，０６８，４４２

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０

計
１２，６２６，２９８

２１，０８５，８６８ １，３９０，４４４ ９４，１７８ １４，７８４ ０ ３１９，６００
４１９，６２５

１８９，８６７ ６６９，２６３ ２８，０３９ ６，５６８
１，２３０，４１７ ４，５７５

差引当期利益金又は当期損失金（△）
△５７０，８２９

０ ０ ０ ０ ０ １，８２８
４７，６７３

△３１，８８４ ９９，４９５ △５，０２７ △２，７８１
１，９３５ ０

貸借対照表の要旨

資
流動資産 １，２７３，８１３ １，１０４，０１６ ８８，５４７ ５９５ ２４，４２０ ０ ５６６，５５２ ６８９，５１７ ４４７，２７０ １９，７１１，５２２ ７９，９３５ １６８，２８７

産
固定資産 ０ ０ ０ ０ １，４３５，０００ ０ ５，２９５ ９５０ ７５７，７８９ ５５，７９１，１６８ １，７８０，４５８ ０

繰延資産 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

資 産 合 計 １，２７３，８１３ １，１０４，０１６ ８８，５４７ ５９５ １，４５９，４２０ ０ ５７１，８４７ ６９０，４６７ １，２０５，０５９ ７５，５０２，６９０ １，８６０，３９３ １６８，２８７

負
流動負債 ３５，３２２ １，１０４，０１６ ８８，５４７ ５９５ ０ ０ ９，２５４

１１，６７１
１１，９０２ ７０，５４５，３８９ ４１２ １，０１０

１，３５１

債
固定負債 １，０６８，４４２ ０ ０ ０ １，４５９，４２０ ０ ３００，２５４

５３，９２１
４２，４５１ １７，８３６ １，４９８，４３４ １１７，１１５

０

負債合計 １，１０３，７６４ １，１０４，０１６ ８８，５４７ ５９５ １，４５９，４２０ ０ ３０９，５０８ ６６，９４３ ５４，３５３ ７０，５６３，２２５ １，４９８，８４６ １１８，１２５

純 資本剰余金 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １，１５７，６２７ ０ ０ ０

資 利益剰余金又は欠損金（△）
１６０，６７４

０ ０ ０ ０ ０ ２６２，３３９
６２３，５２４

△６，９２１ ４，９３９，４６５ ３６１，５４７ ５０，１６２
９，３７５ ０

産 純資産合計 １７０，０４９ ０ ０ ０ ０ ０ ２６２，３３９ ６２３，５２４ １，１５０，７０６ ４，９３９，４６５ ３６１，５４７ ５０，１６２

負 債 ・ 純 資 産 合 計 １，２７３，８１３ １，１０４，０１６ ８８，５４７ ５９５ １，４５９，４２０ ０ ５７１，８４７ ６９０，４６７ １，２０５，０５９ ７５，５０２，６９０ １，８６０，３９３ １６８，２８７

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護に係るもの、保健経理の上段は保健、下段はメンタルヘルス対策事業に係るもの
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